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「三叉神経損傷の臨床」
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【は じ め に】

　末梢神経はひとたび何らかの損傷を受けると，その部
位に病的組織を形成することがある。これには神経腫

（neuroma または traumatic neuroma）と呼ばれるもの
があり，神経損傷部から伸び出した神経突起と結合組織，
さらに増殖したシュワン細胞が複雑に混在した構造を成
し，外観上末梢神経幹の腫瘤として認められることがあ
る（図１）。その腫瘤形態と周囲組織との位置関係から，
Gregg は，神経腫を１）Amputation neuroma，２）Lat-
eral neuroma exophylic，３）Neuroma-in-continuity，４）
Lateral neuroma adhesive の４形態に分類した 1）。本病

態が臨床上問題となるのは慢性疼痛に関連することに由
来する。しかし，臨床診断上，硬組織形態を観察するレ
ントゲン撮影では，神経腫の発見は困難である。そのた
め，従来の診断方法では神経腫の存在と痛みとの因果関
係を明確にすることは困難であった。三叉神経系におい
ても末梢神経系腫瘍として neurinoma, neurofibloma の
症例報告は多いが，それに対し，traumatic neuroma の
報告は国内ではほとんどない。また，意外と歯科医療従
事者においてもその認知度は低い。しかし，実際のとこ
ろ三叉神経損傷と口腔や顔面の疼痛性疾患の臨床におい
て，この診断を除外しての診療は不可能である。一方，
欧米での臨床研究では摘出標本の分析から neuroma の
痛み発生には Nav1.7 2）や TRIPV13）などが関与してい
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るという報告があるが，現在のところ神経腫に対する治
療方針には一定の見解はない。これには痛みを発生させ
るメカニズムが明らかでないことも原因ではあるが，そ
の他にも，三叉神経の損傷は顎骨内で発生していること
が多いこと，損傷部位へのアプローチには硬い下顎骨皮
質骨を除去する必要があるためアプローチしにくいこ
と，そして，多くが医原性である4）ことが影響している。

【三叉神経損傷の原因】

　三叉神経特に下歯槽神経は下顎管と言う硬組織に囲ま
れているために外的刺激を直接受けにくいが，歯科治
療 5,6），局所麻酔注射 7-9），インプラント 10），抜歯など口
腔外科手術 11-15），外傷や炎症 16）などによっては侵襲的
刺激を受ける可能性があり，その結果，神経障害が生じ
たという報告は少なくない。一方，三叉神経の分枝であ
る舌神経は下顎骨上行枝内側を走行しているので外側か
らの侵襲を受けにくい。これらは三叉神経が通常の日常
生活では損傷を受けにくいことを，すなわち，人為的操
作がなければ障害は受けにくいことを意味する。した
がって，歯科治療は最も神経損傷の原因となる可能性が
高い。抜歯時の局所麻酔針穿刺や挺子による舌側歯肉ま
たは歯槽骨への操作は，舌神経へ機械的刺激を与えるこ
とがある 17）。神経損傷による症状は，初期では感覚異
常だけであるため放置されていることが多いが，長時間
経過後に難治性の痛みを発症することから，原因と発症
時期が時間的に大きく異なる場合がある。そのため原因
特定が困難となると，その原因となる歯科治療を行った
ことを歯科医師が認めない場合が少なくなく，法的争議
になることがある。

【症状の時間的変化】

　神経損傷を受けた数日間は，特に「麻酔効果が切れて
いない感じ」と表現する患者が少なくない。この段階で
は炎症が併発していることが多いため，測定した感覚検
査の値には診断的正確性に欠ける。その後，時間経過と
ともに局所の炎症が消褪すると，神経障害が軽度である
場合には感覚は自然に回復してくるが，この時点では痛
みを訴えることはない。感覚障害は結果として運動機能
の調節を障害するために「動かしにくい」と訴える場合
があるが，これは必ずしも運動障害を生じていることを
意味しない。神経損傷がある場合では，時間経過ととも
に次第に痺れまたは感覚障害が明らかになってきて，そ
れが長期に後遺する。自験例では数か月または数年経過
しても何らかの感覚障害が持続し，その後に痛みを訴え
るように病態が変化した例もある。こうした症例では慎
重な診察を行い，その結果に基づいて外科的アプローチ
を考慮する必要もある。

【診 断 方 法】

１）自覚症状
　顔面領域の感覚が神経障害によって低下した場合，「皮
膚が突っ張る」，「あごが重い」，「皮膚が硬い」，「皮膚が
冷たい」，「口唇からものがこぼれる」を訴えることが多
いのは本神経損傷の特徴である 18）。一般的に，症状の
表現は多彩であり，それによる日常生活における障害も
様々であるが 19,20），多くの場合には大きな障害となるこ
とは少ない。ところが，長期間の異常経過を辿ってしま
う中に，触られただけでも電気が走るような痛みが生じ
てしまった例があり，そうした場合には神経腫の関与に
よるニューロパシックペインを疑う必要がある。これは
単なる痺れとは大きく異なり日常生活における重大な障
害となり，社会生活にも大きく影響する。しかし多くの
場合，こうした患者が大学病院などの専門の医療機関を
受診するのは損傷発生から約１年後の非常に遅い時期で
あることが少なくない 21）。そのため，患者は社会的生
活への困難さから破壊的思考へ変化することがあり 22），
さらに，それに関わる多くの愁訴を訴えるために，本来
の主訴が不明になることがある。したがって，診察にあ
たって症状の経過を時間経過に沿って整理することが必
要である。
２）検査
　自覚症状としての痛みはその程度として定量的表現

（NRS, VAS など）を用い，また，その性状に関しては
マクギル疼痛問診表を用いる。さらに，知覚の機能的な
分析としては定量的感覚閾値（Quantitative sensory 

図１　  舌神経損傷部の剖出時の神経腫の様子。線維性結合組
織に包まれて径が数倍に膨らんでいる。しかし，軸索
の連続性はない。


